１月臨時会質疑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１回目
創志会を代表して質疑をいたします。
　平成２１年の幕開けは、昨年からのアメリカ発金融不況による未曾有な経済環境の中、本年の先行きが不透明感で暗いニュースばかりでありました。特に今回の経済不況は世界各国とわが国においても、都市と地方との地域間のずれもなく、世界同時に同様な経済に影響が出ています。県民の皆さんにとっても不安な一年の幕開けばかりか、大変深刻な状況であります。村井知事はこのような状況の中で国が予定した補正予算を待たず、「長野県緊急経済対策・事業規模で７１億９８００万円余の補正」を先行して実施しようとする、積極的な支援姿勢は評価に値するものと受け止めております。

　今回の補正予算を見ますと、県民の安全・安心や社会基盤の整備など、様々な分野について対策を実施することとしております。特に裾野が広く、多くの業種に影響が及ぶとされる土木・建築に加え、電気通信の分野への仕事も盛り込まれており、様々な形での波及効果を期待しております。しかし、緊急経済対策といえども次年度以降に影響をも考えられる予算だけに、何項目か知事及び担当部長に質疑をいたします。

風間議員、竹内議員の質疑と重複する部分もありますが、それだけ重要な部分でもありますので、お応えを落とされた点や、答弁に加えたい部分がありましたらお答え願いたいと思います。
１　今回の補正予算のほとんどが２１年度予算の前倒しとなっております。そのこと自身は困窮している本県の経済を回復させるために否定するものではありませんが、今回の補正予算編成にあたっての、優先順位及び編成基準の考え方について、村井知事にご見解をお伺いいたします。

２　また、２１年度予算の前倒しをされているが、２１年度の事業も少なくとも今年度並みの事業が予定されて始めて、前倒しの効果があるものと考えます。そこで、２１年度も前倒し分に関係なく事業の予定が約束されるのでしょうか。更に、翌年(２２年度)に予定されている事業の緊急度の高いものについては、同様に２１年度に繰り上げて編成していくと受け止めてよいのか。総務部長にお伺いいたします。

３　今回の経済不況は単年度だけで解決できると思わないが、今後の経済動向の推移によっても変わると思われるが、この緊急経済対策への取組みは、どのくらいの期間を想定しておられるのか。知事にお伺いいたします。
４　また、来年度の事業の予定が従来どおり確保できるとしたならば、景気回復・現状打破のためには、県債の償還額内を超えてもやむを得ないと判断しておりますが、今回の前倒しによって２１年度に予定されていた財源の見通しはどうお考えになっておられるのか。総務部長にお伺いいたします。

　次に、今回の緊急経済対策に向けた予算全体が、末端市町村の地元にどのくらい及ぶかであります。経済対策によって市町村にとって一番効果が上がるのは、地元の業者への発注であります。その各市町村の地元で実需が回らなければ、本県全体の経済対策としての効果は小さいといわざるを得ません。地域に密着した規模の小さい、いわゆる地元の業者も請け負うことが出来る道路などの維持補修などを、積極的に行うことが必要であると考えております。
そこで
５　今回の補正予算には、このような経費が盛り込まれているのか。盛り込まれているとするならば、どの程度盛り込まれているのかお尋ねいたします。

６　今回の補正予算が可決された折に、直ちに発注できる準備が出来ておられるのか。また現在の入札制度では入札まで約３週間必要とされています。順調に入札行為が運ばれても２月初めから中旬となってしまいます。今回の緊急経済対策は、県内事業者の喚起（かんき）を促し、県内経済の回復を目標に取り組んでおることを考えれば、発注事業について早期発注の具体的な考えと、特例措置を設けても県内業者及び各市町村の地元業者に限定して発注し、支援していく必要があると考えるがいかがでしょうか。
７　発注をしても年度内に工事が着手できる見通しはあるのか。業者が受注しても年度末にかかるだけに、事業量を次年度に繰越はやむを得ないと思うが、そのほとんどが実質２１年度に繰り越されるとなれば、緊急経済対策とはならないと思うが、その見通しと発注時においての入札要件及び、指導をどのようにお考えになっておられるのか。
以上、３点は建設部長にお伺いいたします。

８　｢くらしを守り、地域力を示そう｣プロジェクトの早期実現のために補正予算を編成した。と予算案の方針に掲げております。確かにそのとおりだと考えておりますが、「防災行政無線設備更新事業費」「震度情報ネットワークシステム更新事業費」「公共施設耐震対策事業費」「交通安全施設整備事業費」「県営住宅建設事業費」の５事業費だけでも、１３億８７５１万１千円になります。これらにつきましても、先ほどの質疑と同様に、今回の補正予算が可決された折に、直ちに発注できる準備が出来ておられるのか。

発注をしても年度内に工事が着手できる見通しはあるのか。落札者が、そのほとんどを実質２１年度に繰り越されるとなれば、緊急経済対策とはならないことになるが、その見通しと発注時においての入札要件及び、指導をどのようにお考えになっておられるのか。危機管理部長・建設部長及び警察本部長にお伺いいたします。
９　知事は更なる対策を行うお考えがあるのかお伺いいたします。また、国の二次補正予算が本日の衆議院で採決の見通しのようですが、参議院では与野党逆転のため混迷を深めている国会において、この先二次補正予算が最終可決されるのかも不透明な情況でもあります。考えたくもありませんが、もし、国会で二次補正予算が可決されなかった事態において、知事は今回の補正予算で予定されている１４億６４００万円余の事業をどうされるのか。歳入が得られないため未執行とされるのか、あるいは他の歳入を捻出しても執行されていくのか。執行されるとした場合は、どのような財源なのか。その場合、２１年度の財源にどのような影響となるのか。現時点での予測されるご見解をお聞かせください。

１０　県の財政が厳しいことは十分承知しておりますが、今回の緊急経済対策をまとめる段階で、現在県下においても多くの職を失った方々がおられますが、県が臨時職員を採用し「雇用の確保」を図るといった考えはなかったのか。雇用の確保として１８７万円余りが計上されているが、その説明にあるように設置された「緊急雇用相談窓口」で受けた相談により、既決予算内で県による臨時職員の採用など、どのように実際の雇用につなげるとされるのか。
また、今回の補正予算による各事業を実施された場合、県内の雇用の創出がどの程度図られるとお考えになっておられるのか、知事にお伺いいたします。
第２回目

　年度末を２ヵ月後に控えた、この時期での緊急経済対策の事業を、全て年度内で消化することは事業規模から見ても当然不可能であります。当初予算成立後の執行となると、少なくとも緊急性もなくなり、５月から６月ごろの発注業務となることを考えれば、繰越が分かっていても切れ目なく仕事量を確保し、実需を喚起（かんき）するため１５ヶ月予算を組まれたとの事は理解いたします。

今回の緊急経済対策が何のために、誰のために行われるのかを考えたとき、やはりそれぞれの地域で、地元企業が受注機会を確保できるよう配慮し、速やかな発注業務などの執行が重要でありますので、強く指摘をいたしておきます。

　今回の緊急経済対策は素早い対応であり、本県の景気回復に大いに期待がもたれます。と言うより、沈みかけている県民の元気を喚起させるためにも評価できるものです。厳しい経済環境を一日も早く脱出できて、今年が県民の企業と生活の環境が改善され、機を逸しない、きめ細かな経済対策を引き続き取り組まれ、本県の景況回復が図れる県政運営を期待いたします。国においても緊急経済対策の補正予算を速やかに通し、今後に対しても適切且つ迅速に経済対策を図るべき、村井知事の積極的な国への要請を望み、代表質疑を終わります。

＊　一部本会議と内容が違う箇所がありますがご容赦願います。
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